
保育所の空き定員等を活用した未就園児の定期的な預かりモデル事業

３ 実施主 体等

【実施主体】市町村（※）（市町村が認めた者への委託可。） ※実施自治体を公募により選定
【対象児童】保育所等に通所していない未就園児（長期スパンでの利用が前提）
【補助単価】

①7,078千円（１か所あたり） ※利用料は別途徴収することができる

②3,778千円（１か所あたり） ※要支援家庭の児童等のため、利用料は徴収しない

【補助割合】
国：10/10

１ 事業の目的
○ 普段、保育所や幼稚園等を利用していない未就園児を、保育所等で定期的に預かることで、他児とともに過ごし遊ぶ経験を通じ、こどもたちの発達を

促すだけでなく、育児疲れによる負担を抱える保護者に対する継続的な支援や、必要に応じて関係機関と連携した支援を行うことができる。ついては、
定員に空きのある保育所等において、未就園児を定期的に預かり、利用促進の方法、利用の調整、要支援家庭等の確認方法や、保護者に対する関わり方
などを具体的に検討し、保育所の多機能化に向けた効果を検証するモデル事業を実施する。

２ 事業の概要・スキーム

【事業内容】
①定期的な預かり

・定員に空きのある保育所等において、地域の保育所等に通所していない未就園児に対して、継続して週１～２日程度の定期的な預かりを実施する。
・対象児童を養育する家庭に対して、本事業の積極的な利用を促進する。
・集団における子どもの育ちに着目した支援計画を作成し、適切な保育を行うとともに、保護者に対しては、定期的な面談などを実施し、継続的に支援
する。

・要支援児童等の不適切な養育の疑いを確認した場合には、関係機関に情報を共有する。

②要支援家庭等対応強化加算
①に加え、保育所等において、要支援児童等の預かりを行う場合には、関係機関（市町村や要対協など）との連携の下、情報共有や定期的な打ち合                                             

わせに基づいた支援計画（※）を作成し、関係機関との協働対処による相談支援を行うなど、適切な支援を行う。
（※）改正後の児童福祉法に基づくサポートプランと連携することを想定。
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＜保育対策総合支援事業費補助金＞

令和５年度概算要求 531億円の内数＜うち推進枠１０９億円＞（453億円）※（）内は前年度当初予算額
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